
平 bt 24年 度 事 業 報 告 書

l 事業の成果

主な

"業

活動である展覧会の]1偕

"に

第 35巨 JAF展は 2年問の政修工事の終|::鶴

2 事業内要

美術館で閉催することができた 首都圏 西日本から新たな出品看もあり 前年をやや L回る出

贔があ, 来購 も大幅に壇力lした.小 品展 ネ季展は 会場の確保の関係から 円‖順序が例

年とは逆になる笠 梅雨時や酷暑の1キ

"と

重なり 出品状況はii年を下回る結果になつたのは残

念であるが 会員や一般の出品者に発表の場をなんとか確保することができた

普及活動として取
'"1ん

でいる スケッチ会 人物両勉強会 ボランテアの絵画教三等の活動

は安定した参加者があり 芸術文化の普及活動として定着した

Ⅲ 業 名
(定款 に記

載 した 事

業)

具体的な前業内容

(A)当該す業の

実施R峙

(3)当眩事業の

夫施場所
(C)従事者の人数

〈D)受益対練

者の範囲
(E)人数

計

の
費

艘

―

』
輔
撃
¨
晰
抑

0屋 彎会
のm催 事

業

小品展

給頭教室参力,者 スケッチ

会参力,者 その他―般の出

品しやすいJ 品ヽ (6+10

サ)の 制ll 出品を通して

芸術参画^の 適を開く。

(A)7月 2日 7月 8日

(3)枚 浜市民ギヤラ

'―あざ・・野
(C)延 50名

(D)会 員 -1支
(E)104名

326

春■展

秋のjAG展 の―般公募に

応募される方のファース

トステップとして 作品の

制作 出品を経跛すると

'tに 会員との交流をはか

る

(A〉6月 10口 15日

0)紙 浜市民ギヤラツー

関内

“

)延 70名

(D)会 員 ―艘
(E)104名

912

②普及活

動

35回 JΛG展

公募展として広く―殷よ

り

“

:品を公募し 優秀な件

品を展示 貧を■えて 研

鑽のきっかけを提け る

人物画征究会

(A)H tt 16日-24日

(3)都立美術

"(上

野)
(0)延 100名

(A) 1/16 2′13 3′12 4′9

5′14 ●718 7/24 8/13

9′10 10′15 11′12

12′10

(B赦 浜市民ギヤラ

'―

あ

ざみ野
(G)各回 =名

(D)会員 一穀
(L):25`

(D〉会員 ―般
(Fl各回毎約 25

名

3 037

0



スタッチ会 (A)1/29 3′7 4/2 5′9

7/19 10/18 12′3

(D)会貫 ―般
(El各回毎約 40

名(B)みなとみらい 相模原

公園 和模三

"公

園

野鳥公園 (,東 博文

邸)新 宿御苑 人王子

長池公国 等々力換谷
(c洛回 47名

絵画教宝

3教 室 (初心者向け 写実

表滉 印豪派以降の表

■)

い)`教 室 ,偏週金曜日ま (D)―般
(E)アー トフア

ー ラ ムあ ざみ

野

全]塑日13名

火幡日20名

青 葉 区文化セ

ンタ

たは火嘔 ロ

(B)青葉区文化セ ンタ ア

ー トラァーラムあ ざみ

野

(C)4回0名

金曜日20名

0広 報啓

発苺業

ホームページに展覧会闘

催等の活駆スケジユー

ルの広望 および展覧会

展示作品の写真掲載

(A)小よ,展 本季展 35口 |

JAC展出,「,F`枯を掲載
(B, "  ヽi・, |●, i,
(C)3名

(A)年2回発行
(3)曰]Πl物
(Ol名

(D〉会員 ―般
(D) l′l―12′31

アクセス数

14 483

("会 員 一般
(E〉印刷物

各回 t000部発

423

●
●

●
‘



活動.I算普

平成24年 1月 l曰から 平成24年12月,l口まで

. ..---. i-t
,  |`T

|

特だ非営Ⅲ情動法人1本芸術蒙峰,

6548057

4056000

3836000

220000

I経常収益
1 受取会☆ 入会金

会員受取会贅
入会金

2 事業収益

展覧会開l時 業収益(小品展)

展覧会開催事業収凛 霧手展)

展覧会開催事業収嶽 35回

`AG展

)

3 そのlL収益

受取利日

経性収益計

Ⅱ経鷲贅用

1 事業費

展覧会開催事業費用(4 品ヽ展)

展覧会開催=業 費月皓 子屁)

展贅会門催事業贅月 (35回JAG展 )

普及事業費
広報■発事業費

事業贅計

2 管理賢

専務運営責

会場贅

印姉1費

会議費

事務用.・.贅

通信費
広告宣伝贅

質品贅

推班

慶弔費

管理費計

経常贅用合計

Jl経常夕嗅 益

経常外収益.t

r経 常外費月

経■外賛用計

当,"正味財2増 減頷

前坤繰越工味財産額

次,口繰越正囀 オ産額

520000

1 144000

822 160

2486160

325940

912 282

30370=l

105015

653670

503395=

6628833

932 140

1010a

867,o

93031

139539

151 675

140000

O

71 640

20000

1594875

-35776

3218907

3133131



貨借対照表

拗工2牛 12月31日現在

特定非営和1活動法人

570C231

5,700,231

0

4,451819

930720

144200

173000

492

1資産の部

1流動資産

ヨ金

普通預金

郵便貯金

前払い費用

会力未収金

lFR払金

流動資産合計

2固 定資産

日定贅産合訓

資産合計

口負債の部

l流動負債

未払い全

前受け金

会癸前受

画集積立

流動負螢合計

2固 定負債

固定損債合計

負債合計

Ⅲ正味財産の部

前効繰越正味財産

当勁工味財産増減額

正味財産合計

損使及び正味財産合計

5,000

140000

2,422 100

0

256' 100

2,567 100

3,218,907

05,776

3133131

5700,201



財産口録

平成24年12月31日■在

5700231

2567 100

5 700231

O

4,451819

930720

173000

144200

492

I資産の部

l流動資産

現金頂金

手元現金

みずほ銀行普通預金

郵便Jl・金

求収金

平成24年度会費(6名分)

前払い費用

仮払金

流動資産合計

2口 定資産

口定資産合計

資産合言|

■負債の部

1流 動,債

未払全

前受金

会費前受金

画集積立全

流動負債合計

2固 定負伎

固定負債合計

負債合計

正味財産

5000

140000

2,422100

0

2567,100

3 13313:



第6号様式 (第9条阿係)

定 訳 変 頁 届 出 彗

乃

'24年

 月  曰

神奈
"県

如事殿

主たる事務所の所在地

神茶川県TT葉区もみの木台10番地3

そのlLの事II.所の所在地

東京都品川区大1崎=T目 ]0番17=

静同県,● の国市奈古¨ 219番地の60

南箱根グランビュー413=

特定非営Ⅲ皓動法人 日本芸術ネ協会

理事長  情水 宏  印

電 話 番 号  045-905-2065

次のとおり定款を変更しましたので 特定非営利活動促進法第25条第6項 (第52条第 l項の規定により読み

書えて適月する第25条第6項)の 規定により届け出ます

変■の内容

新 1日

特定ヨ1営利活動法人日オ業術家協会定款

1`
(事務所)

第2条 この法人は 主たる事務所を神奈川県
青葉区もみの木台10番地3に置く.

2 この法人は前項のほか 従たる事務所を
東l●都品川区I品 ガ唸丁目2番12= 及び静岡
県

'豆

の回市茶古谷2219番地の60 南箱ヽ
グランビ・・-310=に 置く

付則

二のF款 は 平成 23年  3月  15日 か 喘

肺 ●rする^

特定非営ボ1活動法人 日本芸1稼 協会定款

略
(事務所)

第2条 この法人は 主たる事務所を神奈

"県■葉区 ,ヽみの木台10番地3に置く
2 この法人は前項のほか 従たる事務所を
東京都品

"区
大嬌3丁目10番17号 及び籠岡

県,豆 の国市奈古谷2219鷺地の60 南箱根
グランビューJ£号に置く

変更の理由 従たる事務所の移転に伴 う事務所の所在地の変更



第5号様式 0"条 関係)

神奈
"県

知事殿

定 款 変 更 認 .■ 申

"書 平成 24■   月  日

主たる事務所の所在地

神茶

"県

青葉区もみの木台10番地3

その他の事務所の所在地

束京都品′1区西品

"レ

丁目2番12号

静岡県伊豆の国市茶古谷2219番地の60南 僣根

グランビュー810=

特定非督利活動法人 日本芸術家協会

理事長  清水 宏  印

電 議 =  045-905-2065

変更の内容

特定非営利活勁法人日本芸術家協会定款

略
(種 別)

第6条  この法人の会員は次の 3種 とし 特定

ヨ1営利活動促進法 (以下 「法Jと いう )
上の社員とする.
(1)正 会員 この法人の日的に贅同し活動の

主力となる個人
(2)螂 会員 この法人の日的に賛同して入会

した個人
(3)替 助会員 この法人の曰的に贅同し活動

を文援するため人会 した個人

略
(n7 任)

第19条 役員が各号の一に該当するに至つたと
きは 総会において会員総数の3分の2以上の

義決により これを解任することができる。
この場合 その■員に対 し 議決の前に弁明
の機会を与えなければならない。
に)職 務の遂行に堪えない壮況にあると認め

られるとき.
略
(権 能〉

第25条 総会は I「の事項について筵決する.
(l)定 款の変更
(2)解 散
(3)合 ‖
(4)・「業計画及び予算に関する事項
(5)事 業報告及び決算に関する事項

略
(資産の構成)

第2条  この法人の資産は 次の各=に 掲げる

ものをもoて 梓成する.
(l)設 立当初の財産日録に記載された資産
(2)入 会金及び会費
(3)奇 付0
(4)財 産から生じる取本

特定非営利活動法人日本芸術家協会定款

颯各
(種 卿l)

第6条  二の法人の会員は次の 3種 とし 特定

非営禾1活動促進法 (以下 「法Jと いう。)
上の社員とする
(l)正 会員 この法人の日酌に贅同し活動の

=力 となる個人
(2)準 会員 この法人の日的に賛同して入会

した個人
(3)― 煙全昌 この法人の目||に賛同し活動

を文援するため入会 した個人

晴
(解 任)

第19条 ,員 が各=の ―に該当するに至ぅたと
きは 終会において会員総数の6分の2以上の

義決により これを解任することができる
この場合 その役員に対し 議決の前に弁明
の機会を与えなければならない
(1)い 身の散障のため 職務の速行に堪えな
いと認められるとき

略
(権 能)

第25条 総会は 次の事項について議決する
に)定 款の変夏
(2)解 鞍
(3)合 併
(4)事 業計面及び収支予算に関する事項
(5)事 業報告及び1又支決算に間する事項

略
(資たの梓成)

第42条 この法人の資産は 次の41号に掲げる
ものをもぅて構成する.
(1)設 立当初の財産日録に記載された資産
(2)入 会全及び会費
(3)奇 ●金

〈4)財 産から生じる収入



変更の内容

(5)事 業に伴う璽益
(6)そ の他の収希

暗
(会計の原則)

第44条 この法人の会||は よに掲 ずる原則に

従つて行うものとする
(い 会計簿は 正規の簿記の原則に従つて正

しく記帳すること.
(2)活 動計草書 ●借対R表 及び財産目録は

会計饉に蕃づいて活動に係る事業の実績及び

財政状態に関する真宴な内容を明魅に表示し

たものとすること.
(事業計画及び予算,

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴 う予

算は 理事長が件成 し tt・会の義決を極なけ

ればならない
(暫定予宴)

第46条 前条の規定にかかわらず やむを件な
い理●により予算が成立しないときは 理事

長は 理事会の議決を経て 予宴成立の日ま

で前事業年度の予算に準じ
"器

督用キ爺行す

ることができる
2 前項の収益響用は 新たに成立した予算の

1又益螢用とみなす.
(吝業報告及び決算)

第47条 この法人の事業報告及罐 は 毎事

業年度ごとに理事iが 事業報螢書 活動計草

菫 貸僣対照表及耐 産目録等としてF成 し

監事の監査を経て その年度終了後 3か 月以

内に絡会の承認を得なければならない

略
(長期僣入全)

第49条 この法人が資全の僣入をしようとする

ときは その事業年度の1'本を ,ヽって償還す

る短期借入金を除き 総会のス認を得なけれ

ばならなυ、
(定款の変■)

第50条 この法人が定款を変更しようとすると

きは 給会に出席した会員の4分 の 3以 上の

議決を得なければならない

2定 款の変夏は 次に褐げる事負

`つ

いてE

所轄庁の認証を得なければならない
(l)目 ||
(2)名 称

`3ヽ

摯 F■ 営痢活動 の種蜀 及び当該特t非 普

Ⅲ幡 動に係 る事業の極類
(4)■ た る事務所及びその航の事務所の所在

地 (所笙庁の変更を性 う ,ヽのに限る_)
(5)会 目の査格 に関す る苺項

`6)役

目に閣|る 苺● (僣昌の学教に係 る

'、のを餘 く_)
(7)会 議に間す る事項

“

)子 の
`'の

苺議ケ猜 う場合には その種緬

そのll当該その伸の彗撃に閣す る苺項

(5)事 業に伴 う収入
(6)そ のlLの雲丞
略
(会計の原則)

第44条 この法人の会.lは 次に掲げる原則に

従うて行 うものとする.
(l)会 計簿は 正規の薄記の原則に従ぅて正
しく記帳すること.

(2)財 産日銀 ●糾対照衰ルび1又t計 堂書は

会計饉に基づいて口 び財政状態に間する
真実な内容を明りtうに表示 したものとする
こと.

(事業計画及畦 予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴 う量

二予算は 理事長が作成 し 総会の善決を経
なければなしない

僣 定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず やむを得な

い理由により予覚が成立しないときは 理事

長は 理事会の議決を経て 予算成立の日ま
で前事業年度の予算に準じ収入支出すること
ができる.

2 前項の収入セ出は 斬たに成立した予筆の

収入支出とみなす.
e業 報昔及び1又支決算)

第47条 この法人の事業報告及び収支決算は

卜事業年度ごとに理事長が事業報=書  収=
計箪書 貸僣対R表 及び財産目録等として作

成 し 監事の監査を経て その年度終了後 3
か月以内に総会の承認を得なければならない.
略
(長期借入金)

第49条 この法人が資金の僣入をしようとする
ときは その事業■度の収入をもつて債退す
る短勁借入金を餘き 総会の承認を得なけれ

ばならない

第50条 この法人が定款を変更しようと

"｀

ると

きは 総会に出席した会員の 3分 の2以 上の

議決を得なければならない.
2定 ぷの変工は 次に掲げる事項″際いて所

幅庁の認.Iを得なければならない。
(1)主 たる事薔所及びそのlLの事務所の所在

地 (所幡庁の変更を伴うものに限る.)
(2)資 産に関する事項
(3)広 告の方法



変更の内容

き者に係るV、のに限る_)
(10'定 款の変Iに 閏する事項
(解 散)

第51条  この法人は 次に掲げる事自により
解散する
(1)総 会の決議
(2)口 ||とする特定非営利活動に係る事業の

成功の不能
(3)会 員の久乏
(4)合 併
(5)破 産手続開始の決定
(6)所 措庁による設立認証の取り消 し
2 前項第 1号 の=由 によりこの法人が解散す
るときは 会員総数¨ 分の3以 上の承護を

得なければならない.
略

帷 余財産の左厘〉

第52条 この法人が解散 (合併又は破産手続開
始の決定による解散を瞼く.〉 したときに残

存する財産は 法第Il条3項に掲げる者のう
ちから角薇 総会にて適定する.
(合 併〉

第53条 この法人が合併 しようとするときは

総会において会員総数の4分 の 3以 上の議決
を経 かつ 所轄庁の認証を得な●ればなら

ない
(広告の方法)

第54条 この法人の解軟事■に係る公告は 二
の法人の掲示場に掲示するとと ,ヽに 官報に

掲載 して行 う.
略

付 則

この庁款は 平成  年   月  日か ら

施行する

(解 軟)
第51条 この法人は 次に掲げる事由によつ
解散する

“

)給 会の決議
(2〉目的とする特定非皆利活勁に係る事業の
成功の不能
(3)会員の久乏
(4)合ll
(5)砿産手続開始の決定
(6〉所増庁による設立認証の取り消し
2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散ナ
るときは 会員総数の3分 の●l_上の承詰を
得なければならない.
略
帳 余財産の処今)

第52条 この法人が解散 (合俳又は破産手続開
始の決定による解散を除く )し たときに残
存する財産の譲波先は法第11条3項に掲げる
者のうちから解軟総会にて選定する
(合 併)

第53条 この法人が合

"し

ようとするときは
総会において会員総数の3分 の211上の隷決
を糧 かつ 所幅庁の認証を得な得ればなら
なt 。ヽ
(広告の方法)

第54条 この法人の解散事由に係る公昔は 官
報に掲載して行う.

略

変真の理由
―般会員と一般出品者との混同を避けるため

法改正による文言の修正


